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特集

対 日 「協力」 の諸相
一 「協力」 政権 民衆一

石 島　紀之

は じめに

　本稿 は ， 日中戦争期にお け る対 日 「協力 」 の 諸側面に つ い て の 討論 を深 め る た め に
，

つ

ぎの 二 つ の 問題 を と りあげ る 。 第一に ， 対 日 「協力 」 政権の なかで ももっ とも代表的な汪

精衛 （汪兆銘）政権 につ い ての 日本にお け る論争点 を整理す る こ と ， 第二 に ， 地 域 レ ベ ル

の 対 日 「協力」 と民衆の 対応に つ い て の 最近の 研 究動向を紹介する こ とで ある 。

　汪精衛政権 につ い て は，大別 して 傀儡政権説 と対 日協力 （コ ラボ レ
ー

シ ョ ン ）政権説の

二 っ が あ るが ， 汪政権の 成立過程 と政権成立後 の 政策に つ い て の 諸評価を検討 し
， 両説の

相違点を明 らか に し， その うえで 両説の 代表的見解を紹介す る 。 地域政権に つ い て は ， 政

権の 構成者に つ い ての 中国 にお ける研究を紹介 し ，
つ ぎに 日本軍 の 侵攻 と支配 に直面 した

民衆が どの よ うな対応 を したの か とい う問題 に つ い て ，い くつ か の 事例 を紹介す る。以 上

を つ うじて 積極的 （自発的） に対 日 「協力 」 した汪精衛 たち とは こ とな る 日本支配地域の

複雑な対 日 「協力」 の あ り方 を検討す る 。

　最後 に汪精衛 政権 と地域 レ ベ ル の 対 日 「協力」 に つ い ての 私 見 をの べ る 。 た だ し私 は対

日 「協力」 問題 につ い て 専門に研究 して い る訳 で は ない の で ，本稿が概論的 なもの で ある

こ とをお 断 りしてお きたい
。

1　 汪精衛政権に つ い て

　 日本 にお い て （在 日中国人研究者をふ くむ），汪精衛政権に っ い て傀儡 政権説 を主張す

る論者は ， 古厩 忠夫
・
劉傑 ・小 林英夫 ・林道生 の 各氏 で あ り，協力 （コ ラボ レ ー

シ ョ ン）

説を主張する論者は ， 柴田哲雄 ・土屋 光芳 ・
堀井弘

一
郎の 各氏 で あ る 。 汪政権の 成立過程

と政権成立 後の 諸政策にた い す るこ れ らの 論者 の 評価 の 共通 点 と相違点 をみ る こ とか ら始

め よ う。

　 まず 1938年 11月 20 日に上海 の 重 光堂会 談 で 調印 され た 「日華協議記録」 に つ い て は ，

古厩忠夫 ・小林英夫 と劉傑 との あい だに評価の 相違 がある 。 古厩 は こ こ で の 合意 が 「侵略

的 な もの 」 で あ る と しなが らも ，
「日本 はそれ まで の 強硬 条件 を後退 させ て ほ ぼ トラ ウ ト

マ ン 工作開始の 時点 にた ちか え っ た もの と認め られ る」と して ， 日本側 に
一

定の譲歩が あ っ

た とみ な して い る （古厩忠夫 ，
2004

， p，218）。 また小林 は 「日本側 が ， 仮に こ うした 日中
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密 約 を誠 実 に実行 してい た とすれ ば ，

…… 日中間 にい ま ほ どの 深 い 傷跡 を残 す こ とは な

か っ ただろ うし ， 汪兆銘 の 評価 も違 っ た もの にな っ てい た はずで ある」 との よ り肯定的な

評価 を して い る （小林英夫，2003，p．47）。 これ に たい し劉傑は 「交渉 の 過程 で は 中国側

和平派の 妥協 だ けが 目立 っ た。撤兵の 時期 を明確 に しない まま ， 日本が 中国 で の 権益 を手

に入 れ た の で あ る 。 こ の よ うな協議内容 は ， 中国の 和平派 グル
ープを 『漢奸』 とい う隘 路

へ と追い 詰め るの に充分で あ っ た」との きび しい 評価 を くだ して い る （劉傑 A ， 2000， p．54）。

こ の 問題 で は ， 傀儡政権説 とる人 の あい だ で も意見 の 相違が存在 して い るの で あ る 。

　 つ い で 1939年 11 月 1 日か ら開催 され た 「日支国交調 整原則 に関す る協議会」 の 結果，

30 日に成立 した 「日支新関係調整 に 関す る協議書類」 に つ い て は
，

小 林は交渉過程 で は

日本側 と中国側 との あい だ に 「か な り激 し くや りあ う場面 も見 られたが ， 政治 ・経済 ・軍

事の 根幹 が 日本側 に握 られ て い た ， とあ っ て は 『徹頭徹尾 不平等の 条約』…… と評 され て

も仕 方が なか っ た」 と論 じて い る （小林英夫 ， 2003， p．　68）。 劉傑 は こ の 協議会で の 両者

の 交渉の 経過 を くわ し く紹介 し，注兆銘 グル
ープが 「日本側の 過酷な和平条件 に

一
応の 抵

抗姿勢を示 した」 こ と、 「汪兆銘 グル
ープ に とっ て

，
こ れ が 『傀儡』に 成 り下が らない た

めの せ め て の 意思表示 で もあ っ た」 こ とを認 めなが ら ， 日本側の 和平条件 は 「将来重慶側

と交渉す る際，有利 な立場を獲i得す るた め に 準備 された もの で ある。 日本 に と っ て 汪兆銘

政権の 利用価値は ，多く見積 もっ て もこ の 程度の もの で あ っ た 。 これ で は 汪兆銘 グル
ープ

が 『傀儡』 と認 識 され るの も当然で あろ う」 と汪 グル
ープ にた い して きび しい 評価を くだ

して い る （劉傑 C
，
2006

，
195）。 土屋 光芳は ，

こ の 交渉で は中国側 は 日本の 要求に譲歩し 、

目本側は 「しっ か り 『実』を取 っ た」 とみ な してい るが ，
「『日本 の 撤兵』が約 束 され るな

らば，汪政権 は 『傀儡 政権』 とは み な され なか っ た か も しれ ない 」 との べ （土屋光芳，

2011
， pp．106

，
110 〜 111）， 小 林 ・劉 との あい だ に評価の 相違がみ られ る 。

　 1940年 10月 30 日に 締結 され た 「日本 中華民 国基本 関係 に 関す る条約」 に つ い て は，

古厩 は ，
「政治 ・軍事 ・外交 ・経済な ど全面 に わた っ て 日本 の 戦 争遂行 の 目的に沿 っ た も

の とな っ た」 とみ な し （古厩忠夫 ，
2004

， p．240）， 小林は ，
「『日華基本条約』は中国 占領

地 の 『満州 国』化 に 他な らなか っ た」 と断定 して い る （小林英夫，2003，p．86）。 こ の 条

約の 基本的性格 に つ い て は対 日協力 政権説 を とる人 た ち も異論は な く ， 土屋 も 「中 日基 本

関係 条約は不 平等条約 そ の もの で あ っ た」 との べ て い る （土屋光芳 ， 2011， p．163）。

　 汪精衛 らの 政権樹 立の 意図に つ い て は，論者 の あい だに意見 の 相違がみ られ る。小林 は

「汪 が 重慶 を脱 出す る段 階で 描 い て い た和平 の 構想 は ， 日本軍 と協力 して 和平運動 を展 開

し，蒋介石 に翻意 を うな がす こ とだ っ た」 との べ （小 林英夫 ， 2003， p ．　181）， 土屋 は 「汪

精衛 た ちは蒋介石 か ら指導権を奪い 取る とい うよ りも 『抗戦』か ら 『和平』へ の 対 日政策

の 展開をはか るた め ， お よび蒋介石 の 一次的な下野を引き出すた めの ま さに 苦肉の 策と し

て 重慶脱出を敢行 した とい っ て もよい と考え る」 と論 じて い る （土屋 光芳 ， 2011， p．55）。

これ にたい し劉傑は 「汪兆銘や周仏海 らは ， 南京政府が 日独伊陣営の
一

員 として負 けて も ，

重慶政府が安泰な ら中国は 保全 で きる と い う淡 々 た る気持ちで 政権を運 営 したわ けで は な

い
。 それ どこ ろか ， 彼 らはむ しろ蒋介石 政府が 日本 との 戦い の なか で崩壊する こ とを期待
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して い たの で ある」との べ
， 蒋介石 と汪精衛の 対立関係 を強調 して い る （劉 B ， 2006，

　p．281）。

　 1943 年 1 月 の 「租界還 付及 治外 法権撤廃等に関す る 日本国 中華民 国協定」 に始ま る対

華新政策 に つ い て も大きな評価 の 相違がみ られ る 。 古厩 は 「その 背景に は 日本の 戦力の 逼

迫 が あ っ た」 として， 「対華新政策 は中国 占領地 を
一

層戦争遂行 に奉仕 させ ， 汪 政権の 統

治基 盤 を掘 り崩す こ とにな っ た」 と結論 し （古厩 忠夫，2004，pp ．246，249），柴 田哲雄 も，

そ の 主要 な 目的は 「汪政権か らの 経済面を 中心 とする対 日協力の よ り積極的な引き出し に

あ っ た」 との べ てい る （柴田哲雄 ， 2009， p．53）。 これ にた い し ， 土屋 は 「汪精衛政権 は

確 か に 日本 か ら大 きな譲 歩を 引き出す こ とに成 功 した」，
「対英米戦争に参戦す る こ とに

よっ て 日本 に不 平等条約 を撤廃 させ るこ とに成功 し，
コ ラボ レ ーシ ョ ン の 目標の

一
つ が達

成で きた」 と対華新政策 をた か く評価 して い る （土屋光芳，2011，pp．　15，318）。

　 「清郷工 作」 に つ い て は ， 古厩 は 「汪政権の 施策の 中で もっ とも実効の あ っ たもの 」 で

ある こ とを認 め なが ら ，
「結局清郷工 作 は ， 民 衆を獲得す る こ とに失 敗 し ，

…… 『戦争遂行』

と収奪の 工 作 とな っ た 」 と論 じ （古厩 忠夫，2004，pp．244，　273）， 劉傑 は 「汪兆銘政権 が

支配力の 強化 と 自主権の 拡大を 目的に とっ た行動の 代表的な もの 」 としなが らも、そ れ が

「日本側の 主導で 発動 され た 」 とみな して い る。 しか し同時に ，「新 四軍をは じめ とす る抗

日勢力に大きな打撃を与え」，
「汪兆銘政権の 政治的影響力 を占領 地に浸透 させ るの に

一
定

の 役割 を果 た した」 こ とは認 め て い る （劉傑 B ， 2006， pp．274， 276）。 新 四軍 と清郷 工 作

の研 究者の 三好章 は ，清郷 工 作が 「日本側か ら示 唆，あるい は提案 され た もの で あ っ た」

こ と ，
41 年 7 月 に始 ま る第 1 期の 工 作は 「汪政権か ら見て 成功」 したが ， 1942年後半以後 ，

規模 を縮小 した こ とを指摘 し， 「清郷工 作 は結果的 に失敗 に終わ っ た 」 と結論 して ， そ の

原 因が 日本軍の 軍事力，お よび春木慶胤 中佐 と影佐貞昭少将 とい っ た政治性 をもっ たブ レ

イ ン の 支 えが 不可欠だ っ た こ とに求 めて い る （三好章，2005，pp．8，11，20）。 他方，土屋

は 「その 公 然の 目的を 『治安回復 と経済生 活改善』 としな が らも，同 時 に 『日本の 撤兵』

とい う隠れた 目的が あっ た 」 とい う新説 を提出 して い る （土屋 光芳，
2011

， p．　163）。

　注精衛 政権 の 自主性 の程度 を考え る うえで 重要 な意 味をも つ 通 貨金融 問題 に つ い て は ，

古厩 は 中央儲備 銀行 の 設 立 が 「汪政 権の 数 少 ない 具体 化 され た政策 の 一
っ 」 だ っ た と しな

が らも，周 仏海 が 「顧 問の 職権が 頗 る大 き く ， 規制 が 頗 る厳 しい
。

こ れ を見 て こ ん な傀 儡

銀行 な ら作 らない 方 が ま しだ と色を な して 怒 っ た」 こ とを紹介 して ， 「内容は 日本側 が実

権 を握 っ た もの とな っ て い た」 とみ な した。また 軍票 の 発 行停止 に つ い て も ， 周 仏海が そ

れ に よ り 「日本 の軍事費 の負担は必ず中央儲備銀行にか か っ て 」 くる と予想 し， 実際 ， 横

浜 正金銀 行 との 預け合い 契約 に よ っ て 日本 の 現地 軍事費が汪政権の 負担 とな り，そ の 結果，

儲 備 券 は 「急激 な イ ン フ レ の 歴 史 を 辿 っ た 」 と論 じ て い る （古 厩 忠 夫 ， 2004，

pp．244，248，249）。 小 林 も預 け合い 契約に よ っ て 儲備券の 発 行量の 激増 と激 し い イ ン フ レ ー

シ ョ ン が もた ら され た と指摘 して い る （小林英夫 ほ か，2005，p．206）。他方，劉傑 は中央

儲備銀行 の 設 立 が 「内外に汪兆銘政権の 自主性 を表明す る大事業」 で ， 儲備券は 「法 幣を

抑 え，流通範囲も上 海か ら長江下流地域の 日本 占領地 に拡大 し， 民営銀行 に対す る統制力

を強めて い っ た」 との べ て お り，こ の 問題 に つ い て は，汪政権の 自主 性 を評価 して い る よ
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うで ある （劉傑 D， 2011， p 。280）。 他 の 論者 は こ の 問題 に つ い て論 じてい ない 。

　つ ぎに 1940 年後半か ら 41 年前半に か けて展 開 され た東亜連盟運 動 と 41年 11月 に発動

され た新国民 運動 につ い て 。劉傑 は前者が 「南京政府の 支配力の 強化 と 自主権の 拡 大」 と

い う汪政権 の 対 日政策の 目標 に もとつ くもの で あ り，後者は 同 じ 目標の も とに実施 され た

「清郷の 成果 を踏 まえて ， 占領地の 民心 を把握す るた め に汪政権が進 めた政治キ ャ ン ペ ー

ン 」 と位 置づ けて い る （劉傑 B，2006，pp．273，
276）。 柴田 は両運 動 に は 「汪政権 の 対 日

従属化 を緩和 しよ うとい う契機 が存在 して い た」 が ， 日本 が 対華新政策を打ち出 して 以後 ，

両運動か らは 「対 日抵抗 の 姿勢が薄れ 亅，「両運 動は結果的に 対 日経済協力 に 寄与 して しま っ

た」 と位 置づ けて い る （柴田哲雄 ，
2009

， pp．52 ，
53）。 ま た堀井 弘

一
郎は新 国民運動 を汪

政権が こ の 運動を梃子に 「民心の 獲得 ， 民心の 総動 員 を図 ろ うと した 」 が ， 民 衆は これ を

「『馬 耳東風 』， 『白眼視』でや り過 ご し」，
「民心を獲得で き」 なか っ た と しなが ら，「新国

民運動 を主軸 とす る汪政権の 民衆動員 工作を ， 中国近 代国民 国家の 形成途上 の 中に位置づ

け る こ とが で き る の で は な い か とい う仮 説 」 を提 出 し て い る （堀 井 弘
一

郎 ， 2011，

pp．292，293）。

　最後 に 学校教育政策に つ い て は ， 柴 田は 「半ば 日本 に対 す る 同化 を 目指 した」 満州国 と

比 較す る と，「汪政権の それは 日本 当局の 全面的支配 を排 して ，
一

定程度 自立的 で あ っ た」

とみ なして い る （柴 田哲雄 ，
2009

， p，153）。

　以上み た よ うに ， 汪精衛政権の 成立過 程 と政権成 立後の 諸政策 につ い て 傀儡政権説 をと

る人 と対 日協力 （コ ラボ レ
ー

シ ョ ン ）政権説 をとる人 との あい だ に判然 と した差異が あ る

わけで は な く，個 々 の 問題 に つ い て は論者に よっ て種 々 の 評価が存在する 。 しか し， 全体

的に 見れ ば，やは り前者の 説を とる人は汪政権の 従属性 を重視す るの にたい し， 後者の 説

をとる人 は 同政権の 自立性に評価の 重点が おか れ て い る とい え るだ ろ う。 それで は 汪政権

に た い す る全体的評価 に つ い て は ど うだ ろ うか 。

　傀儡 政 権説 を とる論者の 見解をみ よ う。林道生は 「汪政権が 日本の 傀儡政権で あ っ た こ

とは 否定 し よ うが ない 」 として ，汪政権が 占領地 区中国人 に対す る 日本人 の 直接的被害を

減少 させ た とい う台湾の 研究者 の 見解に つ い て ，
「汪 は和 平 に失敗 したか ら 日本 占領 区 に

政府を立 て た の で あ っ て ， 日本 占領区の 住民 を守るた めに政府 を立 て た の で は ない 」 との

べ
， さらに 「日本 と汪政権 との 間 には矛 盾が存在 したが

， そ の 矛盾 を高め る こ とに よ っ て

傀儡性 を減少 させ た こ とは ない 」 と断 じて い る （小林 ほ か，2005，pp ．304 〜 306）。

　劉傑 も 「汪 兆銘が 『漢奸 』で あ る こ と ， 汪兆銘政権が 『傀儡政権』で ある こ とは ，基本

的に は変わ らない
。

…… 日中戦争が 中国歴史に残 した未曾有の 屈辱 と災難は ， そ の 時代 の

対 日協力者 へ の 中国人の憎悪 を無限大 に増幅 させ た 。

……
日本 へ の 抵抗の

一
面 が あ っ た か

らとい っ て ， 占領地 とい う自由の ない 環境の なか で ， 経済 と治安の 維持 に結果的に
一

定の

役割 を果 た したか ら とい っ て ， 侵略者 へ の 協力 と抗戦 へ の 破壊 とい う全 体的評価を変更 さ

せ る もの では ない 」 と，中国人研究者 として の 汪政権にたい す る きび しい 評価を くだ して

い る （劉傑 C，2006， pp．198 〜 199）。

　それ で は対 日協力 （コ ラボ レー シ ョ ン ）政権説 をとる人 の 意見 は ど うだ ろ うか 。 柴 田は
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ボイル とブル ッ ク の 「コ ラボ レ
ー ター

」概念を継承 し
，
「汪政権 の 諸政策の 構想 には常 に 『協

力』 と 『抵抗』 とい う二 つ の 和音が鳴 り響 くこ とにな っ た」 との べ ， さらに汪政権 の対 日

「抵抗」 の 要素は 日本の 対華新政策に反 映 され る こ ととな っ た が，そ の対華新政策 で はい っ

そ うの 対 日協力 の 強化 も求 め られ て お り，
「二 つ の 和音が一

つ に 収斂 さる こ とは つ い に な

か っ た」 と論 じて い る （柴 田哲雄，2009
， p．3，

5）。 また 堀井は 汪政権の 側 に 「主観 的に は

中国の 民族利益を実現 し て 民心 の 掌握 を図ろ うとし て い た要素が あ っ た」 とし て 「傀儡」

説 を批判 し ，
「た だ ， 日本の 国力 と国策 ， 国際情勢，なに よ りも中国民衆 の 民意 を見 誤 り，

ナ シ ョ ナ リズ ム の ベ ク トル の 向き と大 き さを読み違 えた た めに ，民衆か ら 『傀儡』 と して

唾棄され るにい た っ た」 との べ て い る （堀井弘
一郎 ，

2011
， p．20）。

　柴田 と堀井は 対 日協力 （コ ラボ レ
ー

シ ョ ン ）政権説 を
一

定の 限定を っ けて 採用 して い る

の に た い し
，
土屋 は よ り積極的 こ の 説 を展開 して い る 。 土屋 は 「『敵』 との 協働がネ

ー
シ ョ

ン 建設 に 相反 しな か っ た一
もし くは ， 相反 しない よ うに見 せ る こ とが で きる　　な らば ，

『傀儡』は恥 じるべ き こ とで はない し ， 場合 に よ っ て は著 し く尊敬 され る」 と論 じ，汪精

衛政権 は 「結果的 に失敗 した コ ラボ レ ーシ ョ ン 」で あ り， 日本の 敗北に よ っ て 「戦後の 『ネー

シ ョ ン』建設 に参加する資格 を失い
， 『傀儡政権』としての 評価 が定ま っ た」と論 じて い る 。

かれ は 汪政権が 「イ デ オ ロ ギー
的 に 自立 して い た だ けで な く， 時の 経過 とともに……

日本

との コ ラボ レ ー
シ ョ ン を通 じて 政権 の 自立 性を強化 して い っ た亅 との べ

， 前者 の 例 として

独 自の 三 民 主義論 と大亜州 主義の 理 念 ， お よび こ の イデオ ロ ギーを普及 させ るた め の東 亜

連盟 運動 と新国民運動を，後者 の例 と して ，前述 した よ うに 対英米戦争 へ の 参戦に よ っ て

日本 に不 平等 条約 を撤 廃 させ た こ とな どを あげて い る （土屋 光芳 ， 2011， pp ．29，318）。

豆　 日 本軍 占領地の 地域政権と民衆に つ い て

　本節 では ， 日本軍 占領地域にお ける地域政権の 性格 と民衆の 状態に つ い て ，中国にお け

る最近 の 研 究を紹 介す る 。

　 日本 軍 占領地 の 地域政権 に つ い て は ，若手女性研究者潘敏の す ぐれ た 研 究が ある。潘 敏

は 江蘇省に つ い て
， 第二 歴史档案館・江蘇省お よび 呉江市と蘇州市の 档案館の 档案 ， 新聞・

雑誌 ， 文 史 資料な どを丹念 に収集 して 同省の 基層政権の 実態 を明 らか に した。

　潘敏 が指摘 して い るよ うに ，

一
般 には 「維 持会に入 っ て 日本 と協力 した もの はみな恥知

らずの 小人」 で 、 「地方の 与太者 ・ごろ つ きやチン ピラ」 と思われ て い る （潘敏 ， 2006，

p．49）。 テ ィ モ シ
ー ・ブル ッ ク も 日本 へ の 協力者 の 多 くは 「自己 利益の 追求の た め に志願

して き た」 の で あ り ， した が っ て 日本軍の 宣撫工 作員の 政治の ほ とん どは 「治安維持会 に

雲霞の 如 く入 り込 んで い た好 ま しか らざる人 間 を取 り除 くこ とで あ っ た」との べ て い る （ブ

ル ッ ク，テ ィ モ シ
ー

，2006，pp．233〜 234）。

　こ れ にた い し潘敏 は ，
こ れ らの 下層 の 人 た ちは維持会の 下層 で 「雑役」 の 類 の仕事 を し

て い た だけ で ， 「か なめ の 人物 で はない 」 と指摘 した 。 彼 女は江 蘇省 の い く っ か の 県 ・鎮

の 22人 の 維持 会会長 の 経歴 を分析 し ， 彼 らが 地方の 知名人 （頭面人 物）， すなわ ち商人 ・
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小 資本家，元 国民 政府の 役 人 ， 日本留 学経験者，北京 政府時期 の 旧官僚 ， 幇会の ボス だ っ

た こ とを明 らか に し た。 しか し，維 持会内の 中国人 は い ささか も権力が な く， しか も彼 ら

自身の利益が た えず損なわれ るた め ，地方の 秩序を維持するため に維持会 に入 っ た人は し

だ い に退 出 して ゆき， 日本人はやむ を えず 「混乱に乗 じて 利益 をえよ うとす る人，さ らに

は ごろっ き ・無頼 を事 とす る」 もの に依拠せ ざる をえ な くな っ た とい うの で ある （潘敏

pp．49 〜 52
，
55）。

　 1938 年 3 月 に成 立 した 維新 政府 は ， 地 方制 度 を北京 政府時代 の もの に復活 させ た 。 県

政府 は県公 署，県長 は 県知事 と名称 を変え，その 下に 城郷 ・村坊 ・保 ・甲がおか れた。 40

年 3 月 に汪精衛政権 が成立す る と南京 国民 政府の 地 方制度が復活 し，県公 署は県政府 に ，

県 知事は 県長に名称 を変え ， 県 の 下 には 区 ・
郷鎮 ・

保
・
甲をお い た （同 ， pp．57， 58， 62，

63）。

　県の 行政員に な っ た人物に つ い て ，潘敏は つ ぎの よ うに分析 して い る 。 維新政府の 県公

署の 成立 当初には維持会長が県知 事に な っ た場合 が多か っ た。他方，県公 署の
一

般の 行政

員に なっ たの は戦前の 国民 政府の 低い 地位の 公務員 と基層の 教育界の 人 び とだ っ た 。 汪精

衛政権成 立後 ， 省政府 は汪 政権 の 支持 の も とで 何 人か の 県知 事 を と りか えたが ， 県政府 の

半分以上 は なお維新派がお さえて い た。 また 1942年以前に は ，県知 事 ・県長の 大 多数 は

日本の 特務機 関お よび 各県の 日本人連絡官が 指名 して 任命 して い た 。 彼 らの 大多数は地方

の 尊敬 されて い る老人 ・商会 の会長 ・社会で威信の ある人 ，す なわち地 方の 顔役だっ た （同，

pp ．167，172，220）。

　清郷以後 ， 汪精衛政権は 県の 一
級政権を支配で きる よ うに な り ， 地方の 知名人に 代 えて

新た な県長 を任命 した 。 彼 らは比 較的若 く ， 他の 県 あ るい は他 の 省の 出身で あ り， 汪 政権

や江蘇省 政府が地方勢力の 抵抗 を受ける こ とな く，
比 較的順調 に みず か らの 意思 を推 し進

め る こ とが で きた の で ある 。

一般 に 1942年以後の 県長 は 日本 と傀儡政権 へ の 忠誠 の 度 合

い に もとつ い て 任命 された， と （同 ，pp．173 〜 174）。

　 日本 に協力 した人 々 の 心理 に つ い て は ， 潘敏 は 上層の 行政員 と一
般 の 行 政員 を分けて つ

ぎの よ うに論 じてい る 。 前者は 北京 政府時代 ， 地方政治権力機構 の 中核的地位にい た が ，

南京国民政府成立 後，官職 を うしない ，同政府 に好感 を もっ て い なか っ た。その よ うな背

景の もと ， 彼 らは 容易 に 日本軍 との 協力を考え る よ うに なる。 そ の 理 由は まず 日本人 との

協力 に よ り保護 を え るた めで あ り，
っ ぎにふ た たび地 方の 政治 舞台 に復 帰す る こ とで あ り，

さ らに 地方の 平安 を保 ち，民 を安んず る こ とだ っ た。 そ して 国民政府機構 が撤退 し，傀儡

政府機 関が成立 して い ない 過度期 に あ っ て は ， 秩序 を維持 し，街並 み を整理 し ， 破壊 され

た家屋 や橋 を修理 す るな ど ， 客観的に社会 と民衆に有益 な役割 を はた した 。 他 方 ， 後者 は

暮 ら しに せ ま られ た こ とが主 た る動機だ っ た。戦争が始 ま っ た とき ， 彼 らは 国民 党の 軍隊

と ともに後方に移動で きず ， 失業 し ， 食の 確保が 第
一

の 問題 とな っ た 。 彼 らは 占領 区の 民

衆 同様 ， 戦争の 被害者だ っ た （同 ， pp．214 〜 215，
　220）。

　潘敏は 区長 ， 郷鎮長 ， 保 甲長の 経歴 に つ い て も分析し て い る 。 区長は軍糧 と賦税 の 徴収

に か か わ る重要な職だ っ た が ， 汪政権成立前に は その 任 に た えない もの が多か っ た 。 注政
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権 は 区長の 採用の 審査をきび し くし
， 学識 と経験 を重視 した

。
こ れに よ り区長 に は教育程

度 が比較的高い もの が任命 され，教員の 経験者が多 く， 政府 と警察につ とめて い た もの が

とくに多か っ た。郷鎮長 には鎮長 ・保長 の経験者，教育関係者 ，商人 などが任用 され，
一

定程度の 教育を うけて い た 。 保 甲長 は固定 した職業をもつ もの が担当 し，彼 らの 経済的地

位 は 中下層 にぞ く して い た （同 ， pp ．185〜 189， 193〜 203）。

　以上 の よ うに ，潘敏の 研究 は従来の 日本 占領下地方政権 にた い する見 方を大き く転換 さ

せ るもの で あ り，そ の意義はたい へ ん大きい 。

　戦 区お よび 目本 占領 下の 民衆 の 実相 と心性 につ い て は，社会史研究者江沛 （南開大学）

が華北の 状況に つ い て 重要な問題 を提起して い る 。 江沛 は次の よ うに の べ てい る 。 政治の

外 にお かれ て き た農民大衆は 「政治に対す る強烈 な無力感 と冷ややか な意識」 を もっ て い

た。 中日戦争が勃発 し て も ，
「華北各地の 農民はなお 無関心 の 状態の まま 」 で あ り，

「一部

の 地域の 農民は 『家 を保 ち故郷を守 る』 とい う自衛心理 か ら ， 聯庄会 ， 大刀 会な どの 民 間

団体を組織 した」。 だが戦争勃発後，「死 へ の 恐怖が華北各省 の農村の 頭上 を覆」 うなか で ，

「なすすべ の ない 民衆が集団的な恐怖の 心理状態に 陥っ た こ とは ， 充分に理解で きる」。
「利

己 ， 恐怖 ， 軟弱 ， 無力 ， 無策」 は 「戦区の 民衆の 真の 生 き る姿で あ っ た 」， と 。 彼は 「抗

戦文化の 興隆」 と 日本軍の 残虐行為に よ っ て
， 多くの 農民 は 「中華民族 ， 国家の 存在が個

人の 生存 と密接 な関係 に ある」 こ とを意識 し始 め ，
「一般 民衆が他民族 との 戦争の 中で政

治 へ 傾斜 しつ っ あ っ た」 こ とも認 めて い る （江沛，2010，pp ．275 〜 279）。 し か し，民衆

は 当初か ら日本 へ の 抵抗 に立 ちあが っ た の で はな く ， 民族主義や愛国主義の イ デオ ロ ギー

に とらわれ て お らず ， 政治や戦争 に無関心で あっ た こ と， 日本軍 の 侵攻後は死 へ の 恐怖 を

もっ た こ とをあ りの まま に認 めた江沛の 柔軟で ふ かい 歴 史に たい す る理解 は貴重なもの で

ある。

　抗戦時期，浙江省 の社会の 変遷 を研究 した張根福 と岳欽韜 も，受動的 な 「通 敵」 に っ い

て ，
「私 た ち は あ らか じめす べ て の 人が非 協力 と抵抗 の 態度 を い だ くべ きだ と （問題 を）

設定す る こ とは で き ない し ， さ らに これ に よ り民衆は通敵心理を もっ て い るだけで ， 愛国

精神 を もっ て い ない と判断す る こ とは で きず，こ の 種 の 通敵現象 が 引 きお こ され た具 体的

な要因を分析す べ き で あ る 」 として ， 現実生活 の 圧力 ， 無知 と盲 目 ， 国民政府 の 側 の 要 因 ，

日本 ・傀儡の 軍 事的政治的圧 力 ， 時間 的要 因 （時間が た っ に っ れ て 感 覚が麻 痺 し忘却 し，

侵略者 との 「協力 」 が普遍 的な 生活形態 にな る）の 5 点を あげ，次の よ うに の べ て い る。

無条件に 「裏切 り者」 で あ るもの も 、
「忠誠」 で あ る もの も少数で あ り，

「大多数 の 人は あ

い まい な境界線 で あい まい な役柄 を演 じて お り，彼 らは最終的に は現実生活 の 求め に後退

し，個人の 生存 を主要な位置 にお くの で ある」 （張根福ほ か
，

2009
， pp．222 〜 228）。

　以 上み て きた よ うに ， 日本 占領下 の 地方 政権 と民衆に つ い て ， 中国で は ナ シ ョ ナ ル ヒ ス

トリーに とらわれ ない 新 しい 見方が 現れ て きてい る。 これ らの 研 究が発展 すれ ば， この 問

題に つ い て の研 究が大 きく前進す る こ とが期待で きよ う。
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皿　対日 『協力』問題 につ い て の 私見

　汪精衛政権 につ い て は，傀儡政権説 をとる人 も 「日本 へ の抵抗 の
一

面 が あっ た」 こ と認

め て お り （劉傑 C， 2006，p．199），ま っ た くの puppet （あや つ り人形）で はなか っ た
， す

な わ ち一
定の 自立性が あ っ た こ とは 共通の 認識 とな っ て い る とい っ て よい だ ろ う。 しか し ，

傀儡政権説 を とる人 と対 日協力政権説 を とる人 との あい だ には相違点 があ る こ とはすで み

た とお りで あ る 。

　 まず 日本 との 交渉にお い て ， さらに政権成立後 も汪精衛側が も っ と もつ よ くも とめた 日

本軍 の撤兵問題に つ い て 検討 して み よ う。 た とえば 1939 年 11月 に開催 された 「日支国交

調整 原則に 関す る協議会」 に つ い て ， 前述 した よ うに 土屋光芳は 「『日本 の 撤兵』 が約束

され るな らぼ ， 汪政権 は 『傀儡政権』 とはみ な され なか っ た か も しれ ない 」 との べ てい る 。

しか し ， 日本側の 交渉 当事者に 「日本の 撤兵」 を約 束す る権限 と可能性が はた して あ っ た

の だ ろ うか。

　 こ の 問題 を検討す るた めに，ア ジア 太平洋戦争勃発前夜 の 日本 の最高指導部の 撤兵問題

に たい す る態 度をみて み る 。 当時の 日米交渉 にお い て ア メ リカ は 日本軍の 中国 ・仏印撤退

の 意向 と三 国同盟 に つ い て の 立 場 を明確 に す るよ うに 日本に もとめ た。 こ れに つ い て 10

月 22 日に 開催 された 日本側の 五 相会議 に お い て ，近衛首相 が外交 に よ る解決 を主 張 した

の に たい し ， 東条陸相 が つ ぎの よ うに論 じて 中国か らの 撤兵 につ よく反 対 した こ とは よ く

知 られて い る。 「駐兵問題 は陸軍 として は
一

歩 も譲れ ない 。所要期 間は 二 年三 年で は問題

に な らぬ
。 第

一
撤兵 を主体 とす る こ とが 間違ひ で あ る 。 退却 を基礎 とす る こ とは 出来ぬ

。

陸軍 はガ タガ タに な る 。 支那 事変の 終末 を駐兵 に求 め る必要が あ るの だ 。

……
所望期 間 と

は 永久の 考 へ な り」 （稲葉正 夫ほ か 編 『太平洋戦争 へ の 道 （別 巻）資料集』朝 日新聞社 ，

1963年 ， 533 頁）。 こ の 結果 ， 会議 は 決裂に お わ り ， 近衛 内閣は 退陣 し ， 東条内閣が うま

れ て ， 日本は対 米英戦争 に つ きすすむ こ とにな っ た 。

　すなわ ちア メ リカ との 開戦に ふ み きるか 否か とい うきわ どい 事態に お い て さえ も ， 日本

陸軍の 最高指導部は 中国か らの撤兵 を拒否 した の で あ る。 この 点か らみ れば ， 汪精衛側 と

の 協議 に おい て 日本側の 交渉当事者が 「日本の 撤兵」 を約束す る権限をもっ て い た はずが

なか っ た 。 日本軍の 撤兵 をもとめ た汪精衛側の 希望は実現不 可能 な夢 で しか なか っ たの で

あ る 。

　 つ ぎに汪精衛た ちの 重慶脱 出が 中国の 抗戦 にあた えた影響 に つ い て考 えてみ よ う。
こ の

問題 は これ ま での 汪精衛政権 をめ ぐる論争 で は ， 必ず しも明確 に検討 され てい る とは い え

ない
。

　 1939 年 10 月 の 広州 と武漢の 陥落は 中国に と っ て 大 きな痛手 とな っ た 。
こ れ に た い し蒋

介石 国民政府 は重慶 を名実 ともに 中国の 臨時首都 とし，11月末 には，湖南省 の 南嶽で 軍

事 会議 をひ らい て ，それ まで の 戦闘で 大 きな打撃 を うけた 軍の 整 理 ・再建 に着手 した 。 39

年 1 ，月には国民党 5 期 5 中全会が ひ らか れ ， 党 ・政 ・
軍を

一
元化 した 国防最高委員会の 設

置が 決定 され た。 こ の よ うに 1938 年 12 月 にお こ なわれ た汪精衛 たちの 重慶脱出は，中国
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の 対 日抗戦が重大な岐路にたた され ， 国民党 ・国民政府が抗戦体制の 再構築につ とめ よ う

とした ときにお こなわれたの で ある 。 国民党 ・国民政府 は汪 たちの 行動 に よる国民 党の 大

分裂の 危機 をな ん とか回避 し，戦争 を長期持久戦に もちこ ん だの だ っ た。

　汪精衛 た ちの 重慶脱出後 は ，彼 らの 政治的基盤 の 弱体 さが 明 らか になるに つ れ て
， 日本

に とっ て そ の 価値は低下す るが ，それ で も 日本 は彼 らを重慶 国民政府 との交渉の カー ドと

して 利用 しつ づ けた 。 さらに 1943 年 IA に は ， 汪政権を対米英戦争に参戦させ ， 中国 占

領地を 日本 の 戦争遂行 に奉仕 させ よ うとした 。 また 「清郷 工 作」 は 日本 側 が提案 して ， 汪

政権が支配力の 強化 と 自主権の 拡大を 目的 とした施策で あ り，新 四 軍は じめ抗 日勢力に大

きな打撃をあた えた 。

　 した が っ て 汪精衛た ちの 重慶脱 出 とそ の 後の 活動は，彼 らの 主観的意図が ど うで あれ，

日本の 侵略戦争を ささえ ， 中国の 抗戦体制 と抗戦力を弱め ， さらに は破壊する役割をは た

した とい わ ざる をえない
。 劉傑が汪政権に 日本 へ の 抵抗 の 側 面 が あ っ た こ と ， 経済 と治安

の 維持に
一

定の 役割 をは た した こ とを認 めなが らも， 「侵 略者 へ の 協力 と抗戦の 破壊 とい

う全体的評価を変更 させ る もの で は ない 」 と断 じて い るの は 当然 とい え よ う。

　それ で は 土屋 光芳の 汪政権 ＝ 「失敗 した コ ラボ レ ーシ ョ ン 」 説 は ど う評価すれ ばよい だ

ろ うか
。 前述 した よ うに

，
土屋 は 日本 との 「協 同がネ

ー
シ ョ ン 建設に相反 しなか っ た ら

…… 『傀儡』は羞 じ るべ きこ とで は ない 」 が ， 日本 の 敗北に よ り汪政権 の 「ネーシ ョ ン 建

設」 の 試みは失敗 した と論 じて い る。ま た 同政権 は 「日本 との コ ラ ボ レ
ー

シ ョ ン を通 じて

政権の 自立 性 を強化 して い っ た」 との べ
， そ の 例 と して 日本 に 不平等条約を撤廃 させ た こ

とをあげて い る 。

　しか し， 土屋 も 「不 平等条約そ の もの で あ っ た 」 と認 めて い る 日華基本条約 の もとで
，

また 日本 軍 の 軍事 占領下 の もとで ， はた して 「ネー
シ ョ ン 建設 」 は可 能 だ っ たの だ ろ うか 。

国民国家 （ネ
ー

シ ョ ン ・ス テイ ト） とは 主権をそ なえた 国家 で あ り、そ こ に住む人 び とが

ナ シ ョ ナ ル ・ア イデ ン テ ィ テ ィ
ー を共有 して い る国家で ある。汪政権 は不 平等条約の 撤廃

に よ り 「主権 をそな えた 国家」 建 設の 展望 をひ らくこ とがで きた の だろ うか 。 た しか に 目

本 は 1942 年 12 月 の 御前会議で 対 華新政策 を うちだ し
， 汪政権の 参戦を契機 にそ の 「政治

力 を強化」 し ，
つ とめて 同政権に た い する 「干 渉を避 け」 る こ とを決定 し

， 翌年 1 月 に は

「租 界 還付 及 治外 法 権撤廃等 に 関す る 日本国 中華民 国協定 ］ が調印 され た。 この 対華新政

策 に よ り汪政権の 自立性は強化 され たよ うにみ え るが ，それ は け っ して実質 を ともな っ た

もの で は な か っ た 。

　そ の 代表 的な例が 中央儲備銀行発 行の 儲備券に よる通 貨の 統
一

で あ る 。
こ れ に よ り軍票

は停止 され て 通貨政策 にお ける汪政権の 権限は表面的に は大い に強化 されたが
， 日本軍 は

横浜 正金銀 行 と中央儲備銀 行 との 預け合い 契約 に よ っ て 儲備券 を使 っ て 軍需物資 を自由に

購入 で き る よ うにな り， 他方 ， 儲備券は急速 なイ ン フ レ の道 をた どる こ とに な っ た。古厩

忠夫がの べ て い るよ うに
，

「新政策は大量の 物資を中国 か ら引き出す結果 とな り」 ，
「汪 政

権の 統治基盤 を掘 り崩す こ とに なっ た」 の で ある （古厩忠夫，2004
， p．249）。

　 も う
一

つ の 例 を物 資流通 に つ い て み て み よ う。 汪政権は 1943年 3 月 ，全 国商業統制総
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会 （商統総会） を結成 し， 物 資移動 の 権限 は 日本軍か ら商統総会に うつ っ た。米 につ い て

は米糧統制委員会 （米統会）が組 織され ， 44年初 めか ら米統会が糧政事務を全 面的に処

理 す る こ とに な っ た。 しか し華中の 米産地 区の 広大な地域は 日本軍 が軍用 米 地 区 と して確

保 してお り ， ま た低価格 で の 米 の 収買政策が農民の 抵抗に あ っ て 米の 収買実績 は 半減 し
，

45 年初頭 には ， 上海 な ど大都 市で の 食糧の 配給が で き な くな っ た 。 そ の 結果 ， 上海 で は

民心 は 日本 と汪政権か ら大き く離反 し
， 上海特別 市警察局 も 「世相は益々 険悪化の

一
途を

辿 り，
一

発即発 の 危機 を孕 み ， 真 に憂慮すべ き情勢を呈 しあ り」 と認 め るにい た っ た （石

島紀之， 2014，pp．38 〜 44）。

　こ の よ うに新政策後の 汪精衛政権の 自立性は きわ めて 限定的な もの で あ り， 主権をそ な

えたネー シ ョ ン ・ス テイ トの 建設 に っ なが る よ うな もの で は なか っ た の で ある 。

　 日本 占領下の地 方政権 と民 衆に っ い て は ，二 で紹介 した潘敏 ， 江沛 ， 張根福 らの 議論 を

別 の 例を あげて補足 した い
。

　華北 の 太 行根拠 地 （晋冀魯豫根拠地 の
一

部）で は ，エ941 年以 後の 日本軍に よる治安強

化 運 動の 結果 ， 中心 地で も維持村が 多数 うまれ る深刻な事態にな っ た 。 こ の ときの 民衆の

状況 につ い て ， 共 産党の あ る地 区委員会の 指導者だ っ た頼若愚は ， 民衆 は 自己 の 安全 を保

障す るた めに まず 「闘争 」 す るが ，そ れ が失敗す る と 「維 持」 （敵 へ の 屈従）の 方法 を と

る との べ て い る 。 また晋冀豫区党委員会は 「戦争 中の 民衆の 情緒の 変化 はは げ し く複雑で

あ り，闘争の 思想 と妥協の 思想が戦い
， 同 時に相 互 に影 響 し ， 相互 に交錯」 してい る との

べ て い る （同，p ．215）。

　晋察冀辺 区盂 県の あ る村は ， 194Q年 の 百 団大戦後 ， し ば らく八路軍 の 支配 下 に入 っ た 。

しか し同年末 ， 日本軍 が入 っ て きて 村の 背後の 山に砲 台を っ くり，長期 間，駐屯するか ま

えをみせ たた め
， 村人はやむ をえず 日本軍に 脇 力」 する 「維持会」 を組織 した 。 日本軍

との 関係 を調整 しな けれ ば ， 村で 暮 らす こ とが で きなか っ た か らで ある。維 持会 は 日本軍

が 要 求す る物 を提 供 し ， 人 夫や 雑役 さ らに は女性 の 割 り当て をお こ な っ た 。 2， 3 年後に

日本軍が撤退 し八 路軍が帰 っ て くる と
， 村はふ たたび 「抗 日 の 村」 に な っ た （石 田米子 ほ

か編 ， 2004， pp ．57 〜 58， 127）。 ま さ に 民衆に と っ て ，「闘争」 と 「維持」 は 状況に よ っ

て 交錯 して い た の で ある。

おわ りに

　汪精衛政権を傀儡政権 （puppet　 government ） と規定す るの は ， そ の
一

定の 自主性 ， お

よび 日本 との 矛 盾を無視 ない し軽視す る こ とに なるの で 適切 とは思われ ない 。それで は対

日協力政権 あるい は コ ラボ レ ー シ ョ ン 政権 とよぶの は ど うだ ろ うか 。
「協力」 とは 「あ

る 目的の ために 心 をあわせ て努力す る こ と」 （『広辞苑』）で ある 。 他方 、
「collaboration 」

に は 「利敵 協力 」 とい う意 味が あ り，た ん に 「協力，協同」 を意味す る 「co
−
operation 」

とは 区別 され る 。 汪政権 を対 日協力政権 とよぶ の は ，
上述の 「協力」 の 意味か らい えば ，

やは りそ の 日本 との 矛盾 をみ ない こ とに なるの で 適当で は ない だ ろ う。 ま して 日本の 支配
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下 に成立 した さま ざまな動機 をもっ た人 た ちに よ っ て つ くられ た地 方政権 ， と くに村 と村

人 ， 家族 を守るため にやむ をえず つ くられ た維持組織を協力政権 とよぶ べ きで は ない
。

　 コ ラボ レ
ー

シ ョ ン の 方が よ り実態に あっ て い るだろ うが ，「従属 政権」、あるい は さらに

よ り屈従 の 意味 を強 めて 「隷属政権」 とよぶ の は ど うだ ろ うか 。テ ィ モ シ ー ・ブル ッ ク が

提 唱す る 「占領地政権」 も有力な案で あ ろ う。 汪精衛政権や 日本支配下の 地方政権 をど う

規 定す るか は今後の 課題 で ある 。

　汪 精衛政権や地方政権を政治的にで は な く ， 科学的 に客観的に評価す る研 究は 日本で ，

さらに 中国で 大 きな進展をみせ て い る。 こ の 作業が今後，い っ そ う発展す る こ とを期待 し

たい
。 同 時に汪 政権や地方政権 ， さらに維持村な どが 日本 の 侵略に よ っ て 生みだ された 中

国の 人 々 に と っ て の 悲劇 だ っ た こ とを忘れ るべ きで は ない
。 戦争責任問題 をふ ま え つ つ

，

科学的研究 を深 める こ とが 日本人研究者 には もとめ られ るの で ある。

　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 （い しじま 　の りゆき）
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